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1 適用 

(1) この電気料金メニュー約款（以下「料金メニュー約款」といいます。）は、一般送配電事業者で

ある九州電力ネットワーク株式会社（以下｢一般送配電事業者｣といいます。）が維持し、および

運用する供給設備を介して、お客さまが王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社(以下「当社」

といいます。)より当社の電気需給約款（法人低圧）（以下「本約款」といいます。）にもとづき、

電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金その他の条件を定めたも

のです。なお、料金メニュー約款に定める料金単価には、消費税および地方消費税相当額を含み

ます。 

 

2 料金メニュー約款の変更 

(1) 一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以下｢託送供給等約款等｣

といいます。）が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他当社が必

要と判断した場合には、当社は、料金メニュー約款を変更することがあります。この場合、当社

は、あらかじめ変更後の料金メニュー約款の内容およびその効力発生時期を書面、インターネッ

トの利用その他の当社が適切と考える方法により周知することとします。この周知が行われ、効

力発生時期が到来した場合には、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後

の料金メニュー約款によります。 

(2) 消費税法および地方消費税法の改正により、消費税等（消費税法の規定により課される消費税お

よび地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。）の税率が変更

された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、料金メニュー約款に定める電気料金を変

更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金は、変更後の料金メニュー約款によ

ります 

 

3 定義 

次の言葉は、料金メニュー約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 低圧 

標準電圧 100ボルトまたは 200ボルトをいいます。 

(2) 電灯 

白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含みます。）をいい

ます。 

(3) 小型機器 

主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいま

す。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するお

それがあり、電灯と併用できないものは除きます。 

(4) 動力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

(5) 契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

(6) 契約主開閉器 

本契約に基づき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、

お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。 

(7) 契約電流 

お客さまが使用できる最大電流（アンペア）をいい、交流単相 2線式標準電圧 100ボルトに換算

した値とします。 

(8) 契約容量 

お客さまが使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。 

(9) 契約電力 

契約上お客さまが使用できる最大電力（キロワット）をいいます。 

(10) 使用電力量 
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お客さまが当社から電気の供給を受けて使用した電力量で、一般送配電事業者が需要場所に設置

する計量器を用いて測定された電力量をいいます。 

(11) 夏季 

毎年 7月 1日から 9月 30日までの期間をいいます。 

(12) その他季 

毎年 10月１日から翌年の 6月 30日までの期間をいいます。 

 

4 契約種別 

契約種別は、次のとおりといたします。 

需要区分 契約種別 

電灯需要 

従量電灯Ａ 

従量電灯Ｂ 

従量電灯Ｃ 

電力需要 低圧電力 

 

5 従量電灯Ａ 

イ 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(ｲ) 使用する最大電流（交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。）が 

5アンペア以下であること。 

(ﾛ) 定額電灯を適用できないこと。 

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流

単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。 

ハ 契約電流 

(ｲ) 契約電流は、5アンペアといたします。 

(ﾛ) 一般送配電事業者によって、契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置(以下｢電流制

限器等」といいます。）が取り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が

制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれが

ないと認められる場合には、電流制限器等を取り付けないことがあります。 

ニ 料 金 

1月の電気料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙2（再生可能エネルギー

発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。 

ただし、電力量料金は、本約款別紙1（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を適用し

て算定されるものとします。 

基本料金（最低料金） １契約につき最初の１２キロワット時まで ３１４円７９銭 

電力量料金 上記をこえる１キロワット時につき １７円４６銭 

 

6 従量電灯Ｂ 

イ 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(ｲ) 契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。 

(ﾛ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この

場合、10アンペアを1キロワットとみなします。）が50キロワット未満であること。 

ただし、 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技

術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(ｲ)に該当し、かつ、(ﾛ)の契約

電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。
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この場合、一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

されることがあります。 

 

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧

100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電

気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボ

ルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

 

ハ 契約電流 

(ｲ) 契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペア

または60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売事

業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了

時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 

(ﾛ) 一般送配電事業者によって、契約電流に応じて、電流制限器等が取り付けられます。ただし、

お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する

最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等を取り付け

ないことがあります。 

 

ニ 料 金 
1月の電気料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙2（再生可能エネルギー

発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。 

ただし、電力量料金は、本約款別紙１（燃料費調整）３．によって算定された燃料費調達額を 

適用して算定されるものとします。 

  

(ｲ) 基本料金  

基本料金は、１月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本

料金は、半額といたします。 

 

契約電流 10アンペア ２９７円００銭 

契約電流 15アンペア ４４５円５０銭 

契約電流 20アンペア ５９４円００銭 

契約電流 30アンペア ８９１円００銭 

契約電流 40アンペア １,１８８円００銭 

契約電流 50アンペア  １,４８５円００銭 

契約電流 60アンペア １,７８２円００銭 

 

(ﾛ) 電力量料金  

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。 

 

120ｷﾛﾜｯﾄ時までの1ｷﾛﾜｯﾄ時につき  １７円４６銭  

120ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ300ｷﾛﾜｯﾄ時までの1ｷﾛﾜｯﾄ時につき  ２３円０６銭  

上記超過1ｷﾛﾜｯﾄ時につき  ２６円０６銭  

 

(ﾊ) 最低月額料金 

(ｲ)および(ﾛ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場 

合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および本約款別紙2 （再生可能エネルギー発電促進賦

課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 
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1 契約につき ３１４円７９銭 

7 従量電灯Ｃ 

イ 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(ｲ)  契約容量が６キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満

であること。 

(ﾛ)  １需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（こ

の場合、１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が50キロワット未満である

こと。ただし、１需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望さ

れ、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配

電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(ｲ)に該当し、か

つ、(ﾛ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用するこ

とがあります。この場合、一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等

の供給設備が施設されることがあります。 

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数

は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術

上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもし

くは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。 

ハ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ニ 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、

あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし、他の小売事業者から当社への契約を

切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継

ぐものとします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて

確認します。  

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交

流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1／1000 

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合  

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1／1000 

ホ 料 金 

1月の電気料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙2（再生可能エネルギー

発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。 

ただし、電力量料金は、本約款別紙１（燃料費調整）3．によって算定された燃料費調達額を適用

して算定されるものとします。 

 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は、１月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本

料金は、半額といたします。 

契約容量１キロボルトアンペアにつき ２９７円００銭 

 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は、その１月の使用電力量によって算定いたします。 

 

120ｷﾛﾜｯﾄ時までの1ｷﾛﾜｯﾄ時につき  １７円４６銭  

120ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ300ｷﾛﾜｯﾄ時までの1ｷﾛﾜｯﾄ時につき  ２３円０６銭  
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上記超過1ｷﾛﾜｯﾄ時につき  ２６円０６銭  

 

8 低圧電力 

イ 適用範囲 

動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(ｲ) 契約電力が原則として50キロワット未満であること。 

(ﾛ) １需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10アンペア

を１キロワットとみなします。）または契約容量（この場合、１キロボルトアンペアを１キ

ロワットとみなします。）と契約電力との合計が50キロワット未満であること。 

ただし、１需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、か

つ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業

者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、（ｲ）に該当し、かつ、

（ﾛ）の契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについて

も適用することがあります。この場合、一般送配電事業者により、お客さまの土地または建

物に変圧器等の供給設備を施設されることがあります。 

 

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数60

ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場

合には、交流単相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボ

ルトおよび200ボルトとすることがあります。 

 

ハ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

 

ニ 契約電力 

  契約電力は、お客さまが、他の小売電気事業者からの切り替えにより当社と本契約を締結する場

合、当該他の小売電気事業者との間の電気需給契約における内容を引き継ぐものとします。それ

以外の場合は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、

あらかじめ契約主開閉器を設定して頂きます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限

できる電流を、必要に応じて確認いたします。  

(a)供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交

流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。 

(b)供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1000 

 

ホ 料 金 

1月の電気料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙2（再生可能エネルギー

発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。た

だし、電力量料金は、本約款別紙１（燃料費調整）３．によって算定された燃料費調達額を適用

して算定されるものとします。 

 

 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は、1月につき、以下のとおりとします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基

本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 

また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 
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契約電力１キロワットにつき １,０１２円００銭 

 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏

季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。 

 

１キロワット時につき 
夏季料金 １７円１２銭 

その他季料金 １５円４３銭 

 

 

 (5)その他 

変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。 

 

 

 

 

附則  

  

 本約款は、２０２０年 11月１日から実施いたします。 

 

   ２０１７年９月１日  制定 

   ２０１９年４月１日  改定 

      ２０１９年１０月１日 改定 

２０２０年１１月１日 改定 

 


